
 

令和８年度  春日井市教職員研修事業計画 
 

春日井市教育委員会 学校教育課 

 

１ 基本方針 

      教師には、子どもたちに、個性を発揮し、主体的・創造的に行動し、他者と協調しながら、

たくましく生きようとする「生きる力」を育むことが強く求められている。その職責を果たす

ために、教師は教育の専門家としての力量を高め、高い見識と情熱をもたなければならない。

春日井市は、春日井市の求める「教師力」を定義しており、この「教師力」をめざし春日井市

教職員研修事業計画を立案し、その計画の具現化を図る。 

   また、春日井市教育委員会は、教職員研修事業の計画及び実施内容に関する意見聴取及び教

職員の自主的研修活動を推進するため、研修委員会を置く。 

 

２ 事業内容 

Ⅰ 研修の充実 

①  基本研修 

初任から少経験（１年・２年）、さらに５年経験・１０年経験と教師の経験年数による 

研修課題をより明確にした研修を系統的に積み重ね、春日井市の求める「教師力」に近づ

くよう充実を図る。 

②  職務研修 

様々の職務において、その職務の立場・職責による課題を明確にし、専門家としての力 

量向上を図る。 

③  専門研修 

毎年１０名の中堅教員が今日的な課題に対して先進的に取り組んでいる学校等へ研修視

察や自校で研究実践を行うことで、今まで身に着けた教師力の向上を図る。また全ての教

職員の実践的な指導力の向上を図るために、夏期休業中に専門職研修講座を開設し、自己

研鑽に努めようとする教職員の支援を行う。 

 

Ⅱ 部会の充実 

    様々な職務や教科・教科外にかかわる研究及び、その他の教育に関する研究調査を行い、 

   春日井市の教育の充実を図るとともに、指導力の向上を図る。 

 

Ⅲ 校内現職研修 

教科等指導員を指名し、各学校の現職研修の支援を行う。 
     

 Ⅳ 国内研修員・教育研究員事業の推進及び研究論文募集・指導 

    国内研修員・教育研究員事業の推進、教職員研究論文の募集及び審査・表彰を行う。 

 

３ 研修内容・研修体系  

Ⅰ 経験や職務に応じた研修    

① 「基本研修」 

      ア 初任者研修  イ 少経験者（１年経験者）研修  ウ 少経験者（２年経験者）研修    

 エ 中堅教諭資質向上（５年経験者）研修  オ 中堅教諭資質向上（10年経験者）研修 

②「職務研修」 

      ア 新任校長研修      イ 新任教頭研修     ウ 主幹教諭研修 

エ 新任教務主任研修    オ  校務主任研修     カ 保健主事研修      



 

キ 養護教諭研修     ク 特別支援学級担当者研修  ケ 特別支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修  

コ 通級指導担当者研修  サ 拠点校指導教員研修    シ 教科等指導員研修 

ス 市非常勤講師研修   セ ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ研修      ソ 心の教室相談員研修 

タ ＳＳＷ研修      チ 学校生活支援員研修    ツ 部活動指導員研修 

   

 

③教職員の専門性を高める研修 

   ア リーダー養成研修  

（ア） 国内研修員    （イ） 教育研究員    （ウ） その他のリーダー研修 

 

イ 教科等・教育課題研修  

（ア） 夏期専門研修   （イ） 調査・研究   （ウ） 教科等研究会部会  

（エ） 校内現職研修     

 

Ⅱ 各部会名     

ア 校長         イ 教頭         ウ 教務主任 

エ 養護教諭       オ  特別支援教育     カ 交流学習 

  キ 教育展        ク 野外造形展      ケ  情報教育(R4～7推進委員会) 

コ 小学校教育課程    サ 中学校教育課程    シ 社会科副読本 

  ス 理科学習資料     セ 交通安全推進     ソ いじめ・不登校対策 

  タ 教科等研究会     チ 英語教育特別      ツ  道徳教育特別 

  テ 総務部会（教員会） 
 

Ⅲ 校内現職研修 

講師等 

 

  Ⅳ 国内研修員・教育研究員事業の推進及び研究論文募集・指導 

①国内研修員・教育研究員事業の推進 

     国内研修員４名 

     教育研究員７名 

 

② 教職員研究論文の募集及び審査・表彰 

・第７５回教職員教育論文 

 


